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は
じ
め
に

人
民
元
の
Ｓ
Ｄ
Ｒ
（
特
別
引
出
権
）
構
成
通
貨
入
り
や
ア
ジ
ア
イ

ン
フ
ラ
投
資
銀
行
（
Ａ
Ｉ
Ｉ
Ｂ
）
の
設
立
な
ど
国
際
金
融
面
で
の
中

国
の
動
き
が
注
目
を
集
め
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
動
き
の
原
因
や
進

展
状
況
を
考
察
す
る
た
め
に
は
国
内
の
金
融
改
革
と
国
際
的
な
変
化

を
同
時
に
観
察
す
る
こ
と
が
有
用
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
ま
ず
、
中

国
の
金
融
改
革
の
状
況
を
銀
行
シ
ス
テ
ム
の
改
革
、
金
利
の
自
由

化
、
資
本
取
引
の
自
由
化
、
為
替
レ
ー
ト
の
弾
力
化
に
分
け
て
検
討

す
る
。
次
に
、
人
民
元
国
際
化
の
動
き
と
日
中
間
の
金
融
協
力
、
ア

ジ
ア
に
お
け
る
金
融
協
力
の
状
況
を
概
観
し
て
、
中
国
や
ア
ジ
ア
の

通
貨
戦
略
を
検
討
し
、
こ
れ
ら
の
動
き
に
対
し
て
日
本
の
採
る
べ
き

対
応
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
と
し
た
い
。

Ⅰ
中
国
の
金
融
改
革

１
銀
行
シ
ス
テ
ム
の
改
革＊

１

一
九
七
八
年
に
開
始
し
た
改
革
開
放
政
策
以
前
は
、
中
国
は
計
画

経
済
を
実
施
し
て
お
り
、
中
国
人
民
銀
行
が
預
金
貸
出
、
送
金
な
ど

第
Ⅰ
部 
マ
ネ
ー
―
ド
ル
基
軸
通
貨
体
制
の
黄
昏

中
国
の
金
融
改
革
と
対
外
通
貨
戦
略

露
口
洋
介
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の
業
務
を
行
う
唯
一
の
銀
行
で
あ
っ
た
（
モ
ノ
バ
ン
ク
シ
ス
テ
ム
）。

一
九
七
九
年
か
ら
一
九
八
四
年
一
月
ま
で
の
間
に
、
中
国
農
業
銀

行
、
中
国
銀
行
、
中
国
建
設
銀
行
、
中
国
工
商
銀
行
が
人
民
銀
行
か

ら
分
離
さ
れ
た
り
新
た
に
設
立
さ
れ
て
、
四
大
国
家
専
業
銀
行
が
整

備
さ
れ
、
人
民
銀
行
は
中
央
銀
行
業
務
に
専
念
す
る
こ
と
と
な
っ

た
。
国
家
専
業
銀
行
と
し
て
中
国
工
商
銀
行
は
都
市
の
商
工
業
向
け

貸
出
業
務
、
中
国
農
業
銀
行
は
農
村
向
け
貸
出
業
務
、
中
国
銀
行
は

外
為
業
務
、
中
国
建
設
銀
行
は
中
長
期
投
資
貸
出
業
務
を
主
に
担
当

す
る
こ
と
と
さ
れ
業
務
範
囲
が
制
限
さ
れ
て
い
た
。

そ
の
後
の
中
国
の
銀
行
シ
ス
テ
ム
の
改
革
の
歴
史
は
、
国
家
の
銀

行
か
ら
、
商
業
ベ
ー
ス
の
銀
行
へ
の
移
行
の
歴
史
と
い
う
こ
と
が
で

き
る
。

一
九
九
四
年
に
は
、
政
策
金
融
を
担
う
政
策
性
金
融
機
関
と
し
て

国
家
開
発
銀
行
、
中
国
輸
出
入
銀
行
、
中
国
農
業
発
展
銀
行
が
設
立

さ
れ
た
。
一
九
九
五
年
に
は
中
国
人
民
銀
行
法
と
商
業
銀
行
法
が
制

定
さ
れ
、
国
家
専
業
銀
行
は
国
有
商
業
銀
行
と
な
っ
て
従
来
の
業
務

の
垣
根
が
撤
廃
さ
れ
た
。

一
方
、
一
九
八
七
年
に
は
株
式
制
商
業
銀
行
と
し
て
交
通
銀
行
が

復
活
し
た
。
そ
の
後
株
式
制
商
業
銀
行
が
相
次
い
で
設
立
さ
れ
た
。

ま
た
、
改
革
開
放
以
降
、
都
市
に
お
い
て
組
合
組
織
の
都
市
信
用
社

が
形
成
さ
れ
て
き
た
が
、
こ
れ
を
合
併
整
理
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

一
九
九
五
年
以
降
各
地
に
都
市
商
業
銀
行
が
誕
生
し
た
。
農
村
部
で

は
二
〇
〇
〇
年
以
降
、
農
村
信
用
社
の
統
合
に
よ
り
農
村
商
業
銀

行
、
農
村
合
作
銀
行
が
設
立
さ
れ
、
さ
ら
に
二
〇
〇
六
年
以
降
村
鎮

銀
行
な
ど
の
新
型
農
村
金
融
機
関
が
誕
生
し
た
。

国
有
商
業
銀
行
は
、
政
策
性
金
融
機
関
が
設
立
さ
れ
た
後
も
、
中

央
政
府
や
地
方
政
府
の
要
請
に
よ
る
政
策
的
貸
出
を
実
施
し
て
い
た

た
め
、
不
良
債
権
が
累
積
し
、
不
良
債
権
比
率
は
最
大
三
五
％
に
達

し
て
い
た
。
政
府
は
一
九
九
八
年
に
二
七
〇
〇
億
元
の
資
本
注
入
を

行
い
、
一
九
九
九
年
に
は
資
産
管
理
会
社
を
設
立
し
て
不
良
債
権
を

移
管
し
た
。
二
〇
〇
四
年
に
は
交
通
銀
行
に
財
政
部
等
が
増
資
を
行

い
、
二
〇
〇
五
年
四
月
に
香
港
証
券
取
引
所
に
上
場
し
た
。
さ
ら
に

中
国
政
府
は
二
〇
〇
三
年
末
に
中
国
銀
行
と
中
国
建
設
銀
行
、
二
〇

〇
五
年
四
月
に
中
国
工
商
銀
行
、
二
〇
〇
八
年
六
月
に
は
中
国
農
業

銀
行
に
対
し
て
外
貨
準
備
を
利
用
し
て
資
本
注
入
を
行
う
な
ど
し
て

不
良
債
権
を
処
理
し
た
。
こ
れ
ら
四
つ
の
銀
行
も
資
本
注
入
後
香
港

証
券
取
引
所
や
上
海
証
券
取
引
所
に
上
場
し
た
。
こ
の
結
果
現
在
で

は
、
こ
れ
ら
四
銀
行
に
交
通
銀
行
を
加
え
て
、
五
大
商
業
銀
行
と
分

類
さ
れ
て
お
り
、
中
国
の
銀
行
業
金
融
機
関
は
表
１
の
と
お
り
と

な
っ
て
い
る
。

ま
た
、
二
〇
〇
八
年
に
農
業
銀
行
の
不
良
債
権
処
理
が
終
了
し
た

こ
と
か
ら
、
二
〇
〇
九
年
以
降
大
型
商
業
銀
行
の
不
良
債
権
比
率
は
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一
％
台
に
低
下
し
て
い
る
（
表
２
）。
た
だ
し
、

最
近
は
不
動
産
価
格
の
低
下
な
ど
に
よ
り
若
干

上
昇
し
て
い
る
。

旧
四
大
国
有
商
業
銀
行
は
上
場
後
も
二
〇
一

四
年
末
で
国
有
比
率
が
五
〇
％
を
超
え
て
お
り
、

交
通
銀
行
に
つ
い
て
も
四
〇
％
を
超
え
て
い
る
。

そ
の
他
の
銀
行
も
地
方
政
府
や
公
的
部
門
が
主

な
出
資
者
と
な
っ
て
い
る
。
今
後
、
金
融
機
関

改
革
の
主
要
な
課
題
と
し
て
国
有
比
率
を
低
下

さ
せ
て
い
く
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
ま
た
、
民

間
銀
行
の
参
入
も
進
め
ら
れ
て
お
り
、
試
行
と

し
て
二
〇
一
五
年
一
月
か
ら
六
月
ま
で
の
間
に
五

行
の
民
間
銀
行
が
新
設
さ
れ
た
。
国
家
の
銀
行

か
ら
商
業
ベ
ー
ス
の
銀
行
へ
の
移
行
は
進
展
し

て
い
る
も
の
の
い
ま
だ
に
道
半
ば
と
い
え
る
。

２
金
利
自
由
化
と
金
融
政
策
の
手
法

銀
行
の
貸
出
金
利
は
従
来
、
国
有
企
業
の
コ

ス
ト
軽
減
を
主
目
的
に
低
位
に
維
持
さ
れ
、
同

時
に
銀
行
の
利
鞘
を
保
障
す
る
た
め
預
金
金
利

機関数 就業人員 総資産金額（億元）
政策性銀行 3 62,520 156,140
大型商業銀行 5 1,764,617 710,141
株式制銀行 12 410,816 313,801
都市商業銀行 133 346,816 180,842
農村商業銀行 665 373,635 115,273
農村合作銀行 89 32,614 9,570
農村信用社 1,596 423,992 88,312
非銀行金融機関 327 55,576

50,123

企業集団財務会社 196 9,095
信託会社 68 16,683
金融リース会社 30 2,851
自動車金融会社 18 6,072
マネーブローカー 5 605
消費者金融会社 6 11,871
資産管理会社 4 8,399

外資銀行 41 47,412 27,921
その他機関（注） 1,218 245,437 70,981
銀行業金融機関合計 4,089 3,763,435 1,723,355

表1　銀行業金融機関（2014年末）

（注）その他機関は新型農村金融機関（村鎮銀行など）、郵政貯蓄銀行、中徳住宅貯蓄銀行。
（出所）中国銀行業監督管理委員会（2015a）。

2002年末 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15年6月末

26.2 20.4 15.6 10.5 9.22 8.05 2.81 1.80 1.31 1.10 0.99 1.00 1.23 1.48

表2　大型商業銀行（5行）の不良債権比率（2006年までは4大商業銀行）（％）

（出所）中国銀行業監督管理委員会（2015b）。
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は
さ
ら
に
低
位
に
規
制
さ
れ
て
き
た
。
た
と
え
ば
二
〇
〇
一
年
以
降

二
〇
一
三
年
ま
で
名
目
Ｇ
Ｄ
Ｐ
成
長
率
は
常
に
一
〇
％
を
超
え
て
い

た
が
、
人
民
銀
行
が
定
め
る
一
年
物
銀
行
貸
出
基
準
金
利
は
最
高
で

七
・
四
七
％
で
あ
り
、
大
部
分
の
時
期
は
五
％
台
、
六
％
台
で
あ
っ

た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
で
は
、
企
業
の
資
金
需
要
は
際
限
な
く
拡
大

し
、
銀
行
も
際
限
な
く
貸
そ
う
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
中
央
銀
行

は
銀
行
の
貸
出
量
を
管
理
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
こ
で
、
中
国
人
民

銀
行
は
銀
行
の
貸
出
量
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
「
窓
口
指
導
」
を
、

金
融
政
策
の
主
た
る
手
段
と
し
て
い
る
。

二
〇
〇
四
年
一
〇
月
に
貸
出
金
利
の
上
限
と
預
金
金
利
の
下
限
が

撤
廃
さ
れ
た
が
、
銀
行
の
利
鞘
は
維
持
さ
れ
、
ま
た
窓
口
指
導
に
よ

る
貸
出
量
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
続
い
て
い
る
た
め
、
低
リ
ス
ク
の
国

有
企
業
を
中
心
に
、
貸
出
金
利
は
人
民
銀
行
が
公
表
す
る
基
準
金
利

近
辺
に
集
中
し
て
い
た
。
二
〇
一
三
年
七
月
に
貸
出
金
利
の
下
限
も

撤
廃
さ
れ
た
が
、
そ
の
後
も
人
民
銀
行
は
貸
出
基
準
金
利
を
公
表
し

続
け
て
お
り
、
二
〇
一
五
年
六
月
の
総
貸
出
残
高
の
七
割
が
基
準
金

利
の
一
・
三
倍
未
満
の
金
利
水
準
で
貸
し
出
さ
れ
て
い
る
（
中
国
人

民
銀
行 

二
〇
一
五
ｃ
）。
預
金
金
利
に
つ
い
て
は
二
〇
一
五
年
八
月

二
六
日
以
降
、
一
年
超
の
預
金
金
利
に
つ
い
て
上
限
が
撤
廃
さ
れ
、

二
〇
一
五
年
一
〇
月
二
四
日
に
す
べ
て
の
期
間
の
預
金
金
利
に
つ
い

て
上
限
が
撤
廃
さ
れ
た
が
、
こ
ち
ら
も
依
然
と
し
て
基
準
金
利
が
公

表
さ
れ
て
い
る
。
人
民
銀
行
の
易
綱
副
行
長
に
よ
る
と
、「
今
後
も

し
ば
ら
く
の
間
は
預
金
、
貸
出
の
基
準
金
利
を
公
表
し
続
け
、
市
場

と
商
業
銀
行
の
参
考
に
供
す
る
」
予
定
で
あ
る
（
中
国
人
民
銀
行 

二

〇
一
五
ｄ
）。

二
〇
一
五
年
に
入
っ
て
、
一
年
物
貸
出
基
準
金
利
は
五
・
六
％
か

ら
段
階
的
に
引
き
下
げ
ら
れ
て
八
月
二
六
日
以
降
四
・
六
％
と
な
っ

て
い
る
。
七
％
程
度
に
減
速
し
た
名
目
Ｇ
Ｄ
Ｐ
成
長
率
と
の
差
は
縮

ま
っ
て
き
て
い
る
が
依
然
と
し
て
低
水
準
に
あ
る
。
ま
た
、
貸
出
基

準
金
利
に
つ
い
て
は
一
年
以
下
、
一
年
超
五
年
以
下
、
五
年
超
の
三

つ
の
期
間
に
つ
い
て
、
預
金
金
利
は
流
動
性
預
金
か
ら
三
年
も
の
定

期
預
金
金
利
ま
で
六
段
階
の
期
間
の
基
準
金
利
が
公
布
さ
れ
て
い
る

（
表
３
）。
こ
の
よ
う
に
イ
ー
ル
ド
カ
ー
ブ
が
人
為
的
に
定
め
ら
れ
て

い
る
と
、
仮
に
規
制
金
利
水
準
自
体
が
市
場
の
要
求
す
る
水
準
に
近

い
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
市
場
に
お
い
て
資
金
の
需
給
が
一
致

す
る
保
証
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
貸
出
量
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
は
依

然
と
し
て
必
要
で
あ
る
。

な
お
、
中
国
の
非
金
融
企
業
、
個
人
部
門
の
資
金
調
達
総
額
（
社

会
融
資
総
量
）
に
占
め
る
人
民
元
貸
出
の
比
率
は
二
〇
一
五
年
上
半

期
実
行
分
に
お
い
て
七
四
・
八
％
を
占
め
て
い
る
。
規
制
金
利
部
分

が
圧
倒
的
に
大
き
い
。
ま
た
自
由
金
利
と
さ
れ
て
い
る
銀
行
間
短
期

金
融
市
場
に
お
け
る
金
利
（
Ｓ
Ｈ
Ｉ
Ｂ
Ｏ
Ｒ
）
を
見
て
も
、
預
金
基
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準
金
利
を
下
限
、
貸
出
基
準
金
利
を
上
限
と
す
る
バ
ン
ド
の
な
か
で

変
動
し
て
い
る
。
預
金
、
貸
出
の
基
準
金
利
が
公
布
さ
れ
、
実
際
の

預
金
、
貸
出
金
利
が
こ
れ
に
強
く
影
響
を
受
け
て
い
る
か
ぎ
り
、
中

国
の
金
利
は
自
由
化
さ
れ
た
と
は
言
え
ず
、
人
民
銀
行
の
金
融
政
策

は
貸
出
量
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
手
法
を
中
心
と
せ
ざ
る
を
え
な
い
。

３
資
本
取
引
の
自
由
化＊

2

中
国
で
は
国
内
の
金
融
資
本
市
場
が
未
発
達
の
状
況
で
、
急
激
な

資
金
流
出
入
に
よ
る
経
済
の
混
乱
を
防
ぐ
た
め
、
原
則
と
し
て
資
本

取
引
は
規
制
さ
れ
て
い
る
。
徐
々
に
自
由
化
は
進
ん
で
い
る
が
、
全

体
と
し
て
み
る
と
、
自
由
化
レ
ベ
ル
は
日
本
の
一
九
七
〇
年
代
の
水

準
に
止
ま
っ
て
い
る
。
日
本
で
は
、
一
九
八
〇
年
に
外
国
為
替
管
理

法
の
改
正
が
行
わ
れ
、
資
本
取
引
に
対
す
る
規
制
は
従
来
の
原
則
禁

止
か
ら
原
則
自
由
に
転
換
し
た
。

資
本
取
引
の
項
目
ご
と
に
自
由
化
の
現
状
を
見
る
と
以
下
の
と
お

り
で
あ
る
（
表
４
参
照
）。

①
直
接
投
資

対
内
直
接
投
資
に
つ
い
て
み
る
と
、
外
資
系
企
業
に
よ
る
企
業
の

設
立
・
買
収
は
、
奨
励
類
、
許
可
類
の
産
業
に
つ
い
て
は
商
務
部
門

に
届
け
出
る
と
自
動
的
に
認
可
さ
れ
る
が
制
限
類
に
つ
い
て
は
審
査

を
経
た
認
可
が
必
要
で
あ
る
。
禁
止
類
産
業
は
外
資
の
参
入
が
禁
じ

ら
れ
て
い
る
。
対
外
直
接
投
資
も
商
務
部
門
に
よ
る
認
可
が
必
要
で

あ
る
。
二
〇
一
三
年
九
月
に
中
国
（
上
海
）
自
由
貿
易
試
験
区
が
開

設
さ
れ
、
そ
の
後
、
二
〇
一
四
年
一
二
月
に
は
広
東
省
、
天
津
市
、

金利水準 変更日付
金融機関が預ける人民銀行預金金利 2008年11月27日

法定準備預金 1.62
超過準備預金 0.72

人民銀行の金融機関に対する貸出金利 2010年12月26日
20日 3.25
3カ月 3.55
6カ月 3.75
1年 3.85
再割引 2.25

金融機関の人民元預金金利 2015年10月24日
流動性預金 0.35
3カ月 1.10
6カ月 1.30
1年 1.50
2年 2.10
3年 2.75

金融機関の人民元貸出金利 2015年10月24日
1年以下 4.35
1年超5年以下 4.75
5年超 4.90

表3　中国人民銀行が定める現行金利一覧（2015年10月24日時点）

（出所）中国人民銀行（2015a）。
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福
建
省
に
自
由
貿
易
試
験
区
が
設
置
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
自
由
貿
易

試
験
区
で
は
外
資
系
企
業
の
設
立
認
可
が
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
リ
ス
ト
方
式

に
移
行
す
る
な
ど
、
一
部
地
域
で
規
制
が
緩
和
さ
れ
て
い
る
。

日
本
で
は
一
九
九
〇
年
代
に
対
内
直
接
投
資
、
対
外
直
接
投
資
と

も
に
原
則
事
後
報
告
制
に
移
行
し
て
い
る
。

②
証
券
投
資

対
内
証
券
投
資
は
、
外
貨
で
送
金
す
る
適
格
海
外
機
関
投
資
家
制

度
（
Ｑ
Ｆ
Ｉ
Ｉ
）
が
二
〇
〇
二
年
に
導
入
さ
れ
、
人
民
元
で
送
金
す

る
Ｒ
Ｑ
Ｆ
Ｉ
Ｉ
が
二
〇
一
一
年
に
導
入
さ
れ
た
が
両
者
と
も
投
資
上

限
が
設
定
さ
れ
て
い
る
。
二
〇
一
五
年
七
月
に
は
海
外
中
央
銀
行
、

ソ
ブ
リ
ン
ウ
エ
ル
ス
フ
ァ
ン
ド
、
国
際
金
融
機
関
に
対
し
て
、
中
国

国
内
の
銀
行
間
債
券
市
場
に
お
い
て
人
民
元
建
て
債
券
に
対
す
る
投

資
を
認
め
た
。

対
外
証
券
投
資
に
つ
い
て
は
、
適
格
国
内
機
関
投
資
家
制
度
（
Ｑ

Ｄ
Ｉ
Ｉ
）
が
二
〇
〇
六
年
に
導
入
さ
れ
、
二
〇
一
四
年
一
一
月
に
は

人
民
元
建
て
の
Ｒ
Ｑ
Ｄ
Ｉ
Ｉ
が
導
入
さ
れ
た
。

ま
た
、
二
〇
一
四
年
一
一
月
に
は
上
海
・
香
港
ス
ト
ッ
ク
コ
ネ
ク

ト
が
開
始
し
た
。
上
海
と
香
港
の
株
式
市
場
が
リ
ン
ク
さ
れ
、
上
海

と
香
港
の
株
式
市
場
を
通
じ
て
相
手
方
上
場
株
式
に
投
資
す
る
こ
と

が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
個
人
も
投
資
で
き
る
こ
と
が
従
来
の
Ｑ

Ｆ
Ｉ
Ｉ
や
Ｑ
Ｄ
Ｉ
Ｉ
と
異
な
る
。
な
お
、
双
方
向
の
取
引
と
も
投
資

上
限
が
設
定
さ
れ
て
い
る
。

二
〇
一
五
年
一
〇
月
に
は
ロ
ン
ド
ン
で
人
民
元
建
て
の
中
国
国
債

が
発
行
さ
れ
る
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
資
本
取
引
が
可
能
と
な
っ
て
い

る
が
、
依
然
と
し
て
、
投
資
の
上
限
が
あ
っ
た
り
、
取
引
自
体
が
認

可
制
で
あ
る
な
ど
、
自
由
化
は
十
分
進
ん
で
い
な
い
。

③
対
外
貸
出
・
借
入

金
融
機
関
以
外
の
外
資
企
業
の
対
外
借
入
に
つ
い
て
は
、
国
家
外

貨
管
理
局
に
登
記
す
る
こ
と
が
必
要
で
、
認
可
さ
れ
た
総
投
資
額
と

登
録
資
本
金
の
差
額
が
借
入
限
度
額
と
な
る
。
外
資
系
企
業
以
外
の

中
資
系
企
業
と
中
資
系
・
外
資
系
金
融
機
関
に
つ
い
て
は
、
短
期
対

外
債
務
は
国
家
外
貨
管
理
局
、
中
長
期
対
外
債
務
は
国
家
発
展
改
革

委
員
会
に
申
請
し
承
認
を
受
け
る
必
要
が
あ
る
。

対
外
貸
出
に
つ
い
て
は
、
国
内
銀
行
に
よ
る
商
業
ベ
ー
ス
の
外
貨

建
て
対
外
貸
付
は
二
〇
〇
八
年
に
原
則
自
由
と
な
っ
て
い
る
。
国
内

企
業
に
よ
る
海
外
子
会
社
に
対
す
る
貸
付
は
二
〇
〇
九
年
六
月
に
可

能
と
な
っ
た
。

な
お
、
中
国
（
上
海
）
自
由
貿
易
試
験
区
で
二
〇
一
四
年
二
月
に

ク
ロ
ス
ボ
ー
ダ
ー
外
貨
プ
ー
リ
ン
グ
と
ク
ロ
ス
ボ
ー
ダ
ー
人
民
元

プ
ー
リ
ン
グ
が
導
入
さ
れ
た
。
外
貨
プ
ー
リ
ン
グ
に
つ
い
て
は
二
〇
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①直接投資

日本 中国
実現（○）
一部実現（△）
未実現（×）

1967年 対内直接投資第1次自由化
（自由化業種の新設） 1980年

外貨管理条例公布。対内直接投資
を明文化。以後、対内直接投資を
積極的に受け入れ

○

1969年 対外直接投資第1次自由化
（20万ドル以下自動認可）

2002年
以降 対外直接投資促進（走出去） ○

1992年 対内直接投資が原則。事後報告制
に移行 ×

1998年 対外直接投資が原則。事後報告制
に移行 ×

表4　日中両国の資本取引自由化の比較

②証券投資

日本 中国
実現（○）
一部実現（△）
未実現（×）

1961年

民間企業による外貨債の米国での
発行 1982年 中国国際信託投資による円建て私

募債発行 ○

民間企業による海外での株式発行
（DR形式） 1993年 企業による香港での株式発行（H株） ○

1967年
対内株式投資規制緩和（株式取得の
日銀自動認可枠拡大10～15％→15
～20％）

1991年 B株発行開始（非居住者向け外貨建
て株式） △

2002年 適格海外機関投資家（QFII）制度導入 △

1970年

投信委託会社に外国証券取得を包
括認可（金額限度1億ドル） 2006年 適格国内機関投資家（QDII）制度導入 ○

ADB第1号円建て外債（サムライ
債）発行 2005年 ADB、IFCが国内で人民元建て債

権（パンダ債）発行 ○

1973年 東証外国株市場開設 ×

1984年 居住者ユーロ円債発行解禁 2007年 大陸系金融機関の香港人民元建て
債発行認可 △

2009年 香港人民元建て国債の発行 △
非居住者ユーロ円債発行解禁 ×

③対外貸出・借入

日本 中国
実現（○）
一部実現（△）
未実現（×）

1952年 外貨現地貸認可 1980年 銀行為替業務管理規定。対外外貨
貸出は審査対象 ○

1964年 邦銀の海外短資取入残高規制 2007年 対外借入の総枠規制強化 規制強化
1972年 円貨現地貨認可 ×

1980年
外貨為替管理法改正。インパクト
ローン自由化 ×

主要邦銀現地貸届出不要 2008年 銀行の商業ベース対外貸出自由化 △
1984年 円建て対外貸付の自由化 2011年 人民元建て対外貸付一部可 △

（出所）露口（2013）。
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一
四
年
六
月
に
全
国
に
拡
大
さ
れ
、
人
民
元
プ
ー
リ
ン
グ
に
つ
い
て

は
二
〇
一
四
年
一
一
月
に
多
国
籍
企
業
に
よ
る
取
り
扱
い
を
全
国
で

開
放
し
た
。
プ
ー
リ
ン
グ
業
務
は
銀
行
に
プ
ー
リ
ン
グ
口
座
を
開
設

し
、
海
外
と
国
内
の
資
金
の
移
動
を
行
う
業
務
で
あ
る
が
、
外
貨

プ
ー
リ
ン
グ
で
は
流
出
入
双
方
に
、
人
民
元
プ
ー
リ
ン
グ
で
は
資
金

流
入
の
総
額
に
制
限
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
資
本
取
引
は
徐
々
に
自
由
化
さ
れ
て
い
る
が
、

依
然
と
し
て
、
取
引
主
体
や
取
引
量
に
制
限
が
存
在
す
る
。

４
人
民
元
為
替
レ
ー
ト
制
度
の
改
革

中
国
の
為
替
レ
ー
ト
制
度
の
改
革
は
一
九
九
四
年
に
開
始
さ
れ

た
。
中
国
人
民
銀
行
は
、
そ
れ
ま
で
存
在
し
て
い
た
調
整
セ
ン
タ
ー

レ
ー
ト
と
公
定
レ
ー
ト
の
二
つ
の
為
替
レ
ー
ト
を
一
本
化
す
る
と
と

も
に
対
ド
ル
為
替
レ
ー
ト
を
切
下
げ
一
ド
ル
＝
八
・
七
〇
元
と
し
、

「
市
場
の
需
給
を
基
礎
と
す
る
管
理
さ
れ
た
変
動
相
場
制
」
を
採
用

す
る
と
宣
言
し
た
。
そ
の
後
人
民
元
の
対
ド
ル
レ
ー
ト
は
徐
々
に
上

昇
し
一
九
九
七
年
末
に
は
八
・
二
八
元
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
ア
ジ

ア
通
貨
危
機
が
発
生
し
、
他
の
ア
ジ
ア
通
貨
の
対
ド
ル
レ
ー
ト
は
大

幅
に
切
下
が
っ
た
。
中
国
経
済
の
混
乱
を
回
避
す
る
た
め
、
人
民
元

は
こ
れ
に
追
随
せ
ず
、
九
八
年
初
か
ら
一
ド
ル
＝
八
・
二
八
元
弱
の

レ
ベ
ル
で
事
実
上
米
ド
ル
ペ
ッ
グ
に
移
行
し
た
。
人
民
銀
行
は
、
二

〇
〇
五
年
七
月
二
一
日
に
為
替
レ
ー
ト
形
成
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
改
革
を

宣
言
し
、
人
民
元
の
対
ド
ル
レ
ー
ト
を
八
・
二
七
六
五
元
か
ら
八
・

一
一
〇
〇
元
に
約
二
％
切
上
げ
、「
市
場
の
需
給
を
基
礎
に
、
バ
ス

ケ
ッ
ト
通
貨
を
参
考
に
調
節
さ
れ
る
、
管
理
さ
れ
た
変
動
相
場
制
」

に
移
行
し
た
。
人
民
元
の
対
ド
ル
レ
ー
ト
の
基
準
値
は
毎
朝
公
表
さ

れ
、
当
日
の
取
引
価
格
は
こ
の
基
準
値
の
上
下
そ
れ
ぞ
れ
二
％
を
超

え
て
は
な
ら
な
い
と
規
制
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
基
準
値
自
体
の
具

体
的
な
変
動
ル
ー
ル
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。

国
際
決
済
銀
行
（
Ｂ
Ｉ
Ｓ
）
の
試
算
に
よ
る
人
民
元
の
名
目
実
効

為
替
レ
ー
ト
の
推
移
を
見
る
と
、
二
〇
〇
六
年
六
月
か
ら
二
〇
〇
八

年
六
月
ま
で
の
間
、
お
お
よ
そ
年
率
二
％
の
上
昇
ト
レ
ン
ド
の
上
下

二
％
の
バ
ン
ド
に
収
ま
る
非
常
に
安
定
し
た
変
動
を
示
し
た
（
図

１
）。
ま
た
、
二
〇
一
〇
年
八
月
か
ら
二
〇
一
四
年
六
月
ま
で
は
お

お
よ
そ
年
率
五
％
の
上
昇
ト
レ
ン
ド
の
上
下
三
％
の
バ
ン
ド
に
収
ま

る
変
動
を
示
し
て
い
る
。
人
民
元
は
大
部
分
の
時
期
、
バ
ス
ケ
ッ
ト

通
貨
に
緩
や
か
に
連
動
し
て
き
た
。

し
か
し
、
例
外
的
な
時
期
が
二
つ
存
在
す
る
。
世
界
金
融
危
機
を

受
け
、
二
〇
〇
八
年
七
月
こ
ろ
か
ら
ユ
ー
ロ
を
は
じ
め
主
要
通
貨
の

対
ド
ル
レ
ー
ト
が
大
幅
に
低
下
し
、
人
民
元
が
機
械
的
に
バ
ス
ケ
ッ

ト
通
貨
に
連
動
す
る
と
、
対
ド
ル
為
替
レ
ー
ト
が
大
幅
に
低
下
す
る
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図1　人民元の対ドルレートと名目実効為替レートの動き

（出所）中国人民銀行（2015b）、BIS（2015）。
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状
況
に
至
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
人
民
元
は
一
ド
ル
＝
六
・
八
〜

六
・
九
元
の
間
で
推
移
す
る
事
実
上
の
米
ド
ル
ペ
ッ
グ
に
移
行
し

た
。
中
国
経
済
が
リ
ー
マ
ン
シ
ョ
ッ
ク
後
の
減
速
か
ら
十
分
回
復
し

た
後
、
二
〇
一
〇
年
六
月
一
九
日
に
、
人
民
銀
行
は
従
前
の
「
市
場

の
需
給
を
基
礎
に
、
バ
ス
ケ
ッ
ト
通
貨
を
参
考
に
調
節
す
る
、
管
理

さ
れ
た
変
動
相
場
制
」
に
戻
る
と
宣
言
し
た
。

二
回
目
は
二
〇
一
四
年
春
以
降
、
ギ
リ
シ
ャ
危
機
に
対
応
し
た
欧

州
中
央
銀
行
（
Ｅ
Ｃ
Ｂ
）
の
金
融
緩
和
な
ど
で
、
ユ
ー
ロ
な
ど
主
要

通
貨
の
対
ド
ル
レ
ー
ト
が
大
幅
に
低
下
し
た
時
期
で
あ
る
。
人
民
元

は
一
ド
ル
＝
六
・
一
〜
六
・
二
元
の
間
で
推
移
す
る
ド
ル
ペ
ッ
グ
に

再
び
移
行
し
、
名
目
実
効
為
替
レ
ー
ト
は
急
上
昇
を
示
し
て
二
〇
一

五
年
八
月
に
至
っ
た
。

以
上
か
ら
、
人
民
元
の
為
替
レ
ー
ト
は
通
常
、
バ
ス
ケ
ッ
ト
通
貨

に
緩
や
か
に
連
動
し
て
決
定
さ
れ
て
い
る
が
、
対
ド
ル
レ
ー
ト
が
大

き
く
低
下
す
る
際
は
、
米
国
へ
の
配
慮
と
中
国
経
済
の
混
乱
を
回
避

す
る
た
め
米
ド
ル
に
ペ
ッ
グ
す
る
と
い
う
パ
タ
ー
ン
が
あ
る
こ
と
が

読
み
取
れ
る
。

中
国
人
民
銀
行
は
、
八
月
一
一
日
、「
人
民
元
の
対
ド
ル
為
替

レ
ー
ト
基
準
値
の
報
告
方
法
を
改
善
す
る
こ
と
に
関
す
る
声
明
」
を

公
布
し
、
米
ド
ル
ペ
ッ
グ
か
ら
離
脱
し
て
、
対
ド
ル
レ
ー
ト
の
基
準

値
を
市
場
レ
ー
ト
を
参
考
と
し
て
決
定
す
る
方
法
に
移
行
し
た＊

3

。

こ
の
改
革
は
人
民
元
の
Ｓ
Ｄ
Ｒ
構
成
通
貨
入
り
を
実
現
す
る
こ
と

を
目
的
と
し
て
実
施
さ
れ
た
。

Ｉ
Ｍ
Ｆ
は
二
〇
一
五
年
八
月
四
日
に
、
Ｓ
Ｄ
Ｒ
見
直
し
に
関
す
る

ス
タ
ッ
フ
ペ
ー
パ
ー
を
公
表
し
た
（IM

F 2015

）。
従
来
、
輸
出
額

が
大
き
い
こ
と
と
「
自
由
利
用
可
能
通
貨
」
で
あ
る
こ
と
が
Ｓ
Ｄ
Ｒ

構
成
通
貨
の
条
件
と
さ
れ
て
い
た
。
ス
タ
ッ
フ
ペ
ー
パ
ー
で
は
、
新

た
に
実
務
上
の
要
請
と
し
て
、
市
場
で
決
定
さ
れ
る
代
表
的
な
為
替

レ
ー
ト
の
存
在
が
必
要
と
さ
れ
た
。
人
民
銀
行
に
よ
る
今
回
の
為
替

レ
ー
ト
決
定
方
式
の
改
革
は
、
こ
の
Ｉ
Ｍ
Ｆ
ス
タ
ッ
フ
ペ
ー
パ
ー
の

提
案
を
忠
実
に
実
現
し
た
も
の
で
あ
る
。
人
民
銀
行
と
Ｉ
Ｍ
Ｆ
は
綿

密
に
議
論
を
重
ね
て
き
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
今
後
、
人
民
元
レ
ー

ト
が
従
来
の
よ
う
に
バ
ス
ケ
ッ
ト
通
貨
に
緩
や
か
に
連
動
す
る
方
式

を
続
け
る
の
か
、
市
場
に
任
せ
て
大
幅
な
変
動
に
対
し
て
の
み
当
局

が
介
入
す
る
の
か
も
う
少
し
推
移
を
見
る
必
要
が
あ
る
が
、
い
ず
れ

に
せ
よ
従
来
よ
り
弾
力
的
に
変
動
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

５
金
融
改
革
の
現
状
と
展
望

現
状
、
中
国
の
銀
行
の
預
金
・
貸
出
金
利
は
低
位
に
維
持
さ
れ
、

ま
た
、
イ
ー
ル
ド
カ
ー
ブ
が
固
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
状
況

下
、
人
民
銀
行
の
金
融
政
策
は
銀
行
の
貸
出
量
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
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る
こ
と
が
主
要
手
段
と
な
っ
て
い
る
。
一
方
、
中
国
経
済
の
規
模
が

拡
大
す
る
に
つ
れ
て
、
資
本
取
引
が
規
制
さ
れ
る
な
か
で
も
資
本
移

動
は
活
発
化
し
て
お
り
、
人
民
元
の
国
際
化
を
進
め
る
た
め
に
も
、

今
後
資
本
取
引
規
制
の
い
っ
そ
う
の
緩
和
が
見
込
ま
れ
る
。
そ
の
結

果
、
貸
出
量
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
金
融
政
策
の
有
効
性
は
低
下
し

て
い
く
。

し
か
し
、
金
利
を
利
用
し
た
金
融
政
策
に
移
行
す
る
た
め
に
は
金

利
を
自
由
化
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
し
て
金
融
政
策
が
海
外
か
ら
独

立
し
て
行
わ
れ
る
た
め
に
は
、
人
民
元
為
替
レ
ー
ト
は
弾
力
的
に
変

動
す
る
必
要
が
あ
る
。
金
利
が
自
由
化
す
る
と
銀
行
の
預
金
・
貸
出

金
利
鞘
は
大
幅
に
縮
小
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
、
一
方
で
金
利
変
動

リ
ス
ク
、
為
替
レ
ー
ト
変
動
リ
ス
ク
が
増
大
す
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て

銀
行
経
営
が
破
綻
す
る
可
能
性
が
高
ま
る
。
こ
れ
に
対
応
す
る
た

め
、
二
〇
一
五
年
五
月
一
日
か
ら
預
金
保
険
条
例
が
施
行
さ
れ
、
預

金
保
険
機
構
が
整
備
さ
れ
た
。

現
状
、
銀
行
の
預
金
・
貸
出
金
利
の
上
限
、
下
限
が
撤
廃
さ
れ
た

が
、
人
民
銀
行
は
金
利
の
基
準
値
を
公
表
し
続
け
て
お
り
、
預
金

量
、
貸
出
量
の
多
く
が
基
準
値
近
辺
に
誘
導
さ
れ
る
状
況
が
し
ば
ら

く
続
く
可
能
性
が
あ
る
。
今
後
、
金
利
自
由
化
、
人
民
元
為
替
レ
ー

ト
の
弾
力
化
の
進
展
状
況
に
つ
い
て
は
実
態
の
推
移
を
注
視
す
る
必

要
が
あ
る
。
ま
た
、
金
利
を
利
用
し
た
金
融
政
策
に
移
行
す
る
た
め

の
公
開
市
場
操
作
を
は
じ
め
と
す
る
金
融
政
策
手
段
の
充
実
状
況
、

資
本
取
引
規
制
の
緩
和
と
そ
の
運
用
の
実
態
に
つ
い
て
も
注
意
深
く

観
察
す
る
必
要
が
あ
る
。

Ⅱ
人
民
元
国
際
化
と
中
国
の
通
貨
戦
略

１
ク
ロ
ス
ボ
ー
ダ
ー
人
民
元
決
済
の
開
始＊

4

人
民
元
の
Ｓ
Ｄ
Ｒ
入
り
は
、
人
民
元
国
際
化
の
推
進
が
目
的
で
あ

る
。
中
国
人
民
銀
行
は
二
〇
〇
九
年
七
月
二
日
、
国
境
を
ま
た
ぐ
対

外
決
済
（
ク
ロ
ス
ボ
ー
ダ
ー
決
済
）
に
人
民
元
を
使
用
す
る
こ
と
の

試
行
を
認
め
た
。
人
民
元
は
国
際
化
の
第
一
歩
を
踏
み
出
し
た
と
い

え
る
。
日
本
は
一
九
五
二
年
に
Ｉ
Ｍ
Ｆ
に
加
盟
し
、
一
九
六
四
年
に

Ｉ
Ｍ
Ｆ
八
条
国
に
移
行
し
た
。
八
条
国
移
行
と
は
、
経
常
取
引
を
自

由
化
し
、
経
常
取
引
に
伴
う
自
国
通
貨
と
外
貨
と
の
交
換
を
保
証
す

る
義
務
を
負
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
中
国
は
一
九
八
〇
年
に
Ｉ
Ｍ
Ｆ

に
加
盟
し
、
一
九
九
六
年
に
八
条
国
に
移
行
し
た
。
そ
れ
ぞ
れ
日
本

か
ら
お
よ
そ
三
〇
年
遅
れ
で
あ
る
。
一
方
、
日
本
が
円
に
よ
る
対
外

決
済
を
認
め
た
の
は
一
九
六
〇
年
の
円
為
替
・
非
居
住
者
自
由
円
勘
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定
の
導
入
で
あ
る
。
中
国
は
日
本
か
ら
お
よ
そ
五
〇
年
遅
れ
て
人
民

元
に
よ
る
対
外
決
済
を
認
め
た
わ
け
で
あ
り
、
か
な
り
遅
い
タ
イ
ミ

ン
グ
で
あ
る
。

こ
の
遅
れ
は
、
金
融
政
策
上
の
問
題
と
、
為
替
レ
ー
ト
管
理
上
の

問
題
が
主
因
と
考
え
ら
れ
る
。
人
民
元
の
国
際
化
を
進
め
る
た
め
に

は
資
本
取
引
の
自
由
化
が
必
要
で
あ
る
が
、
銀
行
の
貸
出
量
を
コ
ン

ト
ロ
ー
ル
す
る
方
式
の
金
融
政
策
は
有
効
性
は
低
下
す
る
。
ま
た
人

民
元
の
為
替
レ
ー
ト
は
「
管
理
さ
れ
た
変
動
相
場
制
」
で
あ
る
が
、

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
、
ロ
ン
ド
ン
、
東
京
な
ど
海
外
市
場
で
人
民
元
売
買

が
可
能
で
あ
る
と
、
海
外
で
人
民
元
レ
ー
ト
が
形
成
さ
れ
、
為
替

レ
ー
ト
管
理
が
困
難
に
な
る
。

一
方
、
人
民
銀
行
が
二
〇
〇
九
年
七
月
に
人
民
元
の
ク
ロ
ス
ボ
ー

ダ
ー
決
済
を
認
め
た
際
の
公
表
文
（
中
国
人
民
銀
行 

二
〇
〇
九
ａ
）

で
は
、「
世
界
金
融
危
機
の
影
響
を
受
け
、
米
ド
ル
、
ユ
ー
ロ
な
ど

の
主
要
な
国
際
決
済
通
貨
の
為
替
レ
ー
ト
が
大
幅
に
変
動
し
、
わ
が

国
と
近
隣
国
家
や
地
域
の
企
業
が
第
三
国
通
貨
を
使
用
し
て
貿
易
決

済
を
行
う
場
合
大
き
な
為
替
リ
ス
ク
に
直
面
し
た
」
こ
と
を
主
た
る

理
由
と
し
て
あ
げ
て
い
る
。
こ
こ
で
言
う
第
三
国
通
貨
は
明
ら
か
に

米
ド
ル
を
指
し
て
お
り
、
米
ド
ル
に
過
度
に
依
存
す
る
こ
と
に
よ
る

為
替
リ
ス
ク
が
第
一
の
理
由
で
あ
る
。

ま
た
、
公
表
文
で
は
指
摘
さ
れ
て
い
な
い
が
、
対
外
取
引
を
米
ド

ル
決
済
に
依
存
し
て
い
る
と
、
米
国
政
府
か
ら
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
の

米
ド
ル
決
済
を
停
止
さ
れ
、
中
国
の
対
外
取
引
自
体
が
困
難
と
な
る

恐
れ
が
あ
る
。
こ
れ
は
米
国
が
金
融
制
裁
と
し
て
多
用
す
る
手
法
で

あ
る
。
ま
た
、
世
界
金
融
危
機
時
に
は
米
国
の
銀
行
が
外
国
銀
行
に

対
す
る
米
ド
ル
の
供
給
を
絞
り
、
国
際
金
融
市
場
で
米
ド
ル
が
枯
渇

し
た
。
米
ド
ル
不
足
に
直
面
し
た
各
国
は
米
連
邦
準
備
制
度
理
事
会

と
の
間
の
通
貨
ス
ワ
ッ
プ
取
引
に
よ
っ
て
米
ド
ル
を
調
達
し
、
危
機

を
し
の
い
だ
。
中
国
は
米
国
に
よ
る
米
ド
ル
の
供
給
状
況
が
世
界
経

済
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
を
世
界
経
済
の
不
安
定
要
因
と
捉
え
て
い

る
（
中
国
人
民
銀
行 

二
〇
〇
九
ｂ
）。
米
ド
ル
へ
の
過
度
の
依
存
か

ら
の
脱
却
が
必
要
で
あ
る
と
認
識
さ
れ
た
こ
と
が
、
金
融
政
策
上
の

懸
念
や
為
替
レ
ー
ト
管
理
上
の
問
題
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
時
期

に
人
民
元
の
国
際
化
を
開
始
し
た
理
由
で
あ
る
。

当
初
、
人
民
元
の
ク
ロ
ス
ボ
ー
ダ
ー
決
済
の
試
行
が
開
始
さ
れ
た

際
に
は
、
対
象
取
引
は
商
品
貿
易
に
限
ら
れ
、
地
域
的
に
も
中
国
国

内
で
は
上
海
市
と
広
東
省
の
四
都
市
の
み
、
海
外
で
は
香
港
、
マ
カ

オ
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
に
対
象
地
域
は
限
ら
れ
て
い
た
。
二
〇
一
〇
年
六

月
に
は
対
象
取
引
が
経
常
取
引
全
体
に
拡
大
し
、
海
外
の
地
域
制
限

も
撤
廃
さ
れ
、
二
〇
一
一
年
八
月
に
は
中
国
国
内
の
地
域
制
限
が
撤

廃
さ
れ
た
。

海
外
の
銀
行
は
中
国
大
陸
内
の
銀
行
を
代
理
銀
行
と
し
て
、
人
民
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元
代
理
勘
定
を
開
設
し
人
民
元
ク
ロ
ス
ボ
ー
ダ
ー
決
済
に
参
加
す
る

が
、
香
港
、
マ
カ
オ
で
は
中
国
の
銀
行
間
市
場
に
直
接
参
加
し
、
取

引
が
で
き
る
ク
リ
ア
リ
ン
グ
銀
行
が
設
置
さ
れ
た
。

人
民
元
建
て
の
資
本
取
引
に
つ
い
て
は
、
二
〇
一
〇
年
八
月
か
ら

徐
々
に
認
め
ら
れ
て
き
た
。

二
〇
一
〇
年
六
月
に
は
香
港
で
人
民
元
の
銀
行
間
取
引
が
自
由
と

な
り
、
人
民
元
オ
フ
シ
ョ
ア
市
場
が
成
立
し
た
。
中
国
国
内
で
取
引

さ
れ
る
オ
ン
シ
ョ
ア
の
人
民
元
を
従
来
ど
お
り
Ｃ
Ｎ
Ｙ
と
称
す
る
の

に
対
し
、
香
港
で
始
ま
っ
た
オ
フ
シ
ョ
ア
市
場
で
取
引
さ
れ
る
人
民

元
は
Ｃ
Ｎ
Ｈ
と
称
さ
れ
る
。
そ
の
後
、
香
港
で
は
二
〇
一
一
年
一
二

月
に
人
民
元
建
て
海
外
適
格
投
資
家
制
度
（
Ｒ
Ｑ
Ｆ
Ｉ
Ｉ
）
が
認
め

ら
れ
た
。
Ｑ
Ｆ
Ｉ
Ｉ
は
投
資
対
象
が
当
初
中
国
国
内
の
証
券
取
引
所

で
売
買
さ
れ
る
証
券
に
限
ら
れ
て
い
た
が
（
二
〇
一
二
年
以
降
銀
行
間

債
券
市
場
に
拡
大
）、
Ｒ
Ｑ
Ｆ
Ｉ
Ｉ
の
投
資
対
象
は
当
初
か
ら
証
券
取

引
所
、
銀
行
間
債
券
市
場
両
市
場
の
取
り
扱
い
証
券
と
な
っ
て
い
た
。

香
港
金
融
管
理
局
（
Ｈ
Ｋ
Ｍ
Ａ
）
は
、
二
〇
一
〇
年
一
二
月
に
香
港

で
人
民
元
取
引
に
参
加
す
る
銀
行
が
ク
リ
ア
リ
ン
グ
銀
行
と
の
間
で

為
替
売
買
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
取
引
を
三
カ
月
以
内
に
決
済
が
行

わ
れ
る
商
品
貿
易
取
引
に
限
る
と
い
う
規
制
を
行
っ
た
。
ま
た
、
人

民
銀
行
は
二
〇
一
一
年
六
月
、
国
内
の
銀
行
に
対
し
て
海
外
の
銀
行
と

の
間
の
人
民
元
為
替
売
買
取
引
は
三
カ
月
以
内
に
決
済
が
行
わ
れ
る

中国本土 中国人民銀行

代理銀行

CNY

日本

CNY CNY

CNH CNH

CNY・CNH

香港

CNH

CNH
CNH CNY

CNY

参加銀行

クリアリング銀行

参加銀行 参加銀行 参加銀行

：中国人民銀行の決済システム（CNAPS）にリンク
：為替売買（3カ月以内に決済される貿易取引のみ）
：送金決済（事実上 3カ月以内に決済される貿易取引に限定）
：為替売買（取引に制約なし）
：送金決済（すべての経常取引、当局が認めた資本取引）

図2　海外における人民元取引

（出所）筆者作成。
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商
品
貿
易
取
引
に
限
る
と
い
う
香
港
と
同
様
の
規
制
を
行
っ
た＊

5

。
一

方
で
、
三
カ
月
以
内
に
決
済
さ
れ
る
商
品
貿
易
取
引
以
外
の
経
常
取

引
や
、
直
接
投
資
や
Ｑ
Ｆ
Ｉ
Ｉ
な
ど
中
国
当
局
に
認
め
ら
れ
た
資
本

取
引
を
人
民
元
で
送
金
決
済
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の

取
引
に
つ
い
て
は
、
ク
リ
ア
リ
ン
グ
銀
行
や
中
国
国
内
の
代
理
銀
行

と
の
間
で
為
替
売
買
を
行
っ
て
人
民
元
を
調
達
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
が
、
香
港
市
場
の
他
の
参
加
銀
行
や
海
外
の
銀
行
か
ら
オ
フ
シ
ョ

ア
人
民
元
を
調
達
し
て
中
国
本
土
と
の
送
金
決
済
を
行
う
こ
と
が
可

能
で
あ
る
。
ま
た
、
オ
フ
シ
ョ
ア
人
民
元
に
よ
る
本
土
と
の
送
金
決

済
は
ク
リ
ア
リ
ン
グ
銀
行
経
由
で
送
金
す
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ

て
い
る
。
以
上
を
図
示
す
る
と
図
２
の
よ
う
に
な
る
。

為
替
管
理
面
で
は
、
二
〇
一
三
年
七
月
に
人
民
元
建
て
の
輸
出
入

決
済
に
際
し
て
銀
行
に
提
出
す
る
書
類
が
大
幅
に
簡
素
化
さ
れ
、
外

貨
建
て
決
済
よ
り
簡
便
と
な
っ
た
。
ま
た
、
資
本
取
引
に
お
い
て
も

前
述
の
と
お
り
Ｒ
Ｑ
Ｆ
Ｉ
Ｉ
が
外
貨
送
金
と
は
別
建
て
で
よ
り
広
い

投
資
対
象
に
求
め
ら
れ
た
り
、
海
外
中
央
銀
行
な
ど
に
銀
行
間
債
券

市
場
に
お
け
る
人
民
元
債
券
へ
の
投
資
が
認
め
ら
れ
た
り
と
、
中
国

当
局
が
人
民
元
国
際
化
の
た
め
に
人
民
元
建
て
取
引
を
外
貨
よ
り
優

遇
し
て
い
る
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。

２
日
中
金
融
協
力
合
意

二
〇
一
一
年
一
二
月
に
野
田
佳
彦
総
理
と
温
家
宝
総
理
と
の
間
で

「
日
中
両
国
の
金
融
市
場
の
発
展
に
向
け
た
相
互
協
力
の
強
化
」
が

合
意
さ
れ
た
（
財
務
省 

二
〇
一
二
）。
そ
の
内
容
は
以
下
の
五
点
で

あ
る
。

①
両
国
間
の
ク
ロ
ス
ボ
ー
ダ
ー
取
引
に
お
け
る
円
・
人
民
元
の
利

用
促
進

②
円
・
人
民
元
間
の
直
接
交
換
市
場
の
発
展
支
援

③
円
建
て
・
人
民
元
建
て
債
券
市
場
の
健
全
な
発
展
支
援

④
海
外
市
場
で
の
円
建
て
・
人
民
元
建
て
金
融
商
品
・
サ
ー
ビ
ス

の
民
間
部
門
に
よ
る
発
展
慫
慂

⑤
上
記
分
野
に
お
け
る
相
互
協
力
を
促
進
す
る
た
め
、「
日
中
金

融
市
場
の
発
展
の
た
め
の
合
同
作
業
部
会
」
の
設
置

こ
の
う
ち
第
二
点
が
銀
行
間
市
場
に
お
け
る
円
・
人
民
元
の
直
接

交
換
取
引
の
開
始
を
意
味
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
第
一
点
の
両
国
間

の
ク
ロ
ス
ボ
ー
ダ
ー
取
引
に
お
け
る
円
・
人
民
元
の
利
用
促
進
と
密

接
に
関
連
し
て
い
る
。
な
お
、
第
三
点
は
東
京
市
場
で
の
人
民
元
建
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て
債
券
の
発
行
、
第
四
点
は
東
京
に
お
け
る
オ
フ
シ
ョ
ア
人
民
元
市

場
の
発
展
を
そ
れ
ぞ
れ
含
ん
で
お
り
、
東
京
市
場
の
活
性
化
に
結
び

つ
く
も
の
で
あ
る
。

日
中
間
の
貿
易
取
引
の
決
済
通
貨
に
つ
い
て
は
、
従
来
三
〜
四
割

程
度
が
円
建
て
で
こ
れ
以
外
の
大
部
分
は
米
ド
ル
建
て
と
み
ら
れ
て

い
た
。
二
国
間
の
取
引
に
お
い
て
米
ド
ル
建
て
比
率
を
低
下
さ
せ
、

円
と
人
民
元
建
て
の
比
率
を
上
昇
さ
せ
る
こ
と
が
日
中
金
融
協
力
合

意
の
第
一
点
の
内
容
で
あ
る
。

第
二
点
の
銀
行
間
市
場
の
取
引
に
つ
い
て
は
、
中
国
の
外
貨
交
易

セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
、
従
来
人
民
元
の
取
引
相
手
通
貨
は
ほ
ぼ
一
〇

〇
％
米
ド
ル
で
あ
っ
た
。

従
来
か
ら
三
〜
四
割
程
度
は
行
わ
れ
て
い
た
円
建
て
決
済
に
つ
い

て
見
る
と
、
た
と
え
ば
中
国
の
輸
入
企
業
が
円
建
て
で
輸
入
代
金
を

日
本
の
企
業
に
支
払
う
場
合
、
中
国
の
銀
行
に
依
頼
し
て
人
民
元
を

円
に
交
換
し
て
日
本
に
送
金
、
決
済
を
行
う
。
中
国
の
銀
行
が
輸
入

企
業
に
円
を
売
り
人
民
元
を
買
っ
た
場
合
、
銀
行
は
為
替
リ
ス
ク
回

避
の
た
め
、
銀
行
間
市
場
で
人
民
元
売
り
・
円
買
い
取
引
を
行
う
。

従
来
は
こ
れ
を
「
人
民
元
売
り
・
米
ド
ル
買
い
」「
米
ド
ル
売
り
・

円
買
い
」
と
い
う
二
つ
の
取
引
に
分
解
し
て
行
う
こ
と
が
一
般
的

だ
っ
た
。
こ
れ
は
、
人
民
元
と
円
の
売
買
ニ
ー
ズ
が
相
対
的
に
少
な

く
、
銀
行
間
市
場
で
同
時
に
同
量
の
円
売
り
・
人
民
元
買
い
を
希
望

す
る
相
手
方
を
見
つ
け
る
の
が
困
難
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
円
以

外
の
ユ
ー
ロ
な
ど
他
の
通
貨
と
人
民
元
の
間
の
売
買
で
も
同
様
で
あ

り
、
そ
の
結
果
、
中
国
外
貨
交
易
セ
ン
タ
ー
で
の
人
民
元
の
取
引
相

手
通
貨
は
ほ
ぼ
す
べ
て
が
米
ド
ル
で
あ
っ
た
。

米
ド
ル
・
人
民
元
の
為
替
取
引
の
米
ド
ル
側
の
決
済
は
ニ
ュ
ー

ヨ
ー
ク
で
行
わ
れ
る
こ
と
が
一
般
的
で
あ
る
の
で
、
時
差
の
関
係
で

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
の
米
ド
ル
の
受
取
り
を
確
認
す
る
前
に
中
国
に
お

い
て
人
民
元
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
リ
ス
ク
が
存
在

す
る
。
一
九
七
四
年
に
旧
西
ド
イ
ツ
の
ヘ
ル
シ
ュ
タ
ッ
ト
銀
行
が
破

綻
し
た
際
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
ア
メ
リ
カ
の
間
で
こ
の
よ
う
な
リ
ス

ク
が
現
実
に
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
こ
れ
を
ヘ
ル
シ
ュ
タ
ッ
ト
リ
ス
ク

と
呼
ぶ
。
さ
ら
に
、
ア
メ
リ
カ
の
金
融
制
裁
に
よ
っ
て
ニ
ュ
ー
ヨ
ー

ク
に
お
け
る
米
ド
ル
決
済
を
停
止
さ
せ
ら
れ
て
し
ま
う
と
い
う
リ
ス

ク
も
存
在
す
る
。

日
中
間
の
貿
易
取
引
の
増
加
に
伴
い
、
円
・
人
民
元
交
換
の
ニ
ー

ズ
も
増
え
、
銀
行
間
市
場
で
取
引
相
手
が
見
つ
か
る
可
能
性
は
高

ま
っ
て
き
た
。
円
・
人
民
元
が
直
接
交
換
さ
れ
れ
ば
、
米
ド
ル
を
介

し
た
取
引
と
比
較
し
て
、
銀
行
間
市
場
取
引
の
コ
ス
ト
が
低
下
し
、

売
買
ス
プ
レ
ッ
ド
が
縮
小
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
ま
た
決
済
に
伴
う

ヘ
ル
シ
ュ
タ
ッ
ト
リ
ス
ク
も
回
避
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
が
日

中
金
融
協
力
合
意
の
第
二
点
の
内
容
で
あ
る
。
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こ
の
合
意
を
受
け
て
、
二
〇
一
二
年
六
月
一
日
、
東
京
と
上
海
で

同
時
に
銀
行
間
市
場
に
お
け
る
円
・
人
民
元
直
接
交
換
取
引
が
開
始

さ
れ
た
。
中
国
当
局
は
円
・
人
民
元
取
引
専
門
の
マ
ー
ケ
ッ
ト
メ
ー

カ
ー
制
度
を
導
入
し
、
邦
銀
三
行
を
含
む
一
〇
行
を
指
定
し
た
。
こ

の
一
〇
行
は
常
時
、
円
・
人
民
元
取
引
の
売
値
と
買
値
を
提
示
し
、

取
引
に
応
じ
る
義
務
を
負
う
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
円
・
人
民
元
の
直

接
取
引
を
希
望
す
る
他
の
銀
行
は
銀
行
間
市
場
に
お
い
て
取
引
相
手

が
常
に
得
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

一
方
、
東
京
で
は
二
〇
一
二
年
六
月
一
日
以
降
、
大
手
銀
行
が

円
・
人
民
元
の
取
引
価
格
の
提
示
を
は
じ
め
、
円
・
人
民
元
直
接
取

引
が
開
始
さ
れ
た
。

取
引
開
始
に
伴
い
中
国
の
大
手
銀
行
が
ウ
エ
ブ
サ
イ
ト
で
公
表
し

て
い
る
顧
客
向
け
の
人
民
元
・
円
の
売
買
ス
プ
レ
ッ
ド
が
一
斉
に
縮

小
し
た
。
従
来
中
間
値
か
ら
売
値
、
買
値
ま
で
の
乖
離
幅
が
中
間
値

に
対
し
て
〇
・
四
％
で
あ
っ
た
が
、
〇
・
三
五
％
に
縮
小
し
た
。
日

本
で
も
二
〇
一
二
年
六
月
か
ら
八
月
に
か
け
て
、
大
手
銀
行
の
顧
客

向
け
人
民
元
・
円
売
買
の
公
表
ス
プ
レ
ッ
ド
が
従
来
の
片
道
四
〇
〜

五
〇
銭
か
ら
三
〇
銭
に
縮
小
し
た
。
こ
れ
は
、
日
中
間
の
ク
ロ
ス

ボ
ー
ダ
ー
取
引
で
円
や
人
民
元
を
使
用
す
る
こ
と
が
ド
ル
に
対
し
て

相
対
的
に
有
利
に
な
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

３
ア
ジ
ア
に
お
け
る
金
融
協
力＊

6

一
九
九
七
年
に
発
生
し
た
ア
ジ
ア
通
貨
危
機
に
お
い
て
、
Ｉ
Ｍ
Ｆ

は
国
際
収
支
危
機
に
陥
っ
た
タ
イ
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
韓
国
に
対
し

て
支
援
融
資
を
行
う
際
に
、
こ
れ
ら
の
国
が
前
年
ま
で
財
政
黒
字
で

あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
財
政
支
出
の
削
減
を
求
め
た
り
、
金
融
部

門
の
改
革
、
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
な
ど
の
構
造
改
革
を
含
む
非
常
に
厳

し
い
条
件
を
課
し
た
。
そ
の
結
果
、
こ
れ
ら
三
カ
国
の
実
質
Ｇ
Ｄ
Ｐ

成
長
率
は
一
九
九
八
年
に
マ
イ
ナ
ス
に
落
ち
込
ん
だ
。
イ
ン
ド
ネ
シ

ア
で
は
社
会
が
混
乱
し
、
ス
ハ
ル
ト
政
権
が
崩
壊
し
た
。
こ
れ
以
来

Ｉ
Ｍ
Ｆ
に
対
す
る
ア
ジ
ア
の
不
信
は
根
強
い
。

日
本
は
、
ア
ジ
ア
通
貨
危
機
に
際
し
て
Ｉ
Ｍ
Ｆ
の
ア
ジ
ア
版
で
あ

る
Ａ
Ｍ
Ｆ
構
想
を
打
ち
出
し
た
が
、
ア
メ
リ
カ
の
反
対
に
よ
っ
て
実

現
で
き
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
一
九
九
八
年
一
〇
月
以
降
日
本
単
独

で
総
額
三
〇
〇
億
ド
ル
の
新
宮
澤
プ
ラ
ン
を
実
施
し
、
ア
ジ
ア
の

国
々
に
資
金
支
援
を
行
っ
た
。
ま
た
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
＋
３
（
日
本
、

中
国
、
韓
国
）
の
枠
組
み
で
、
国
際
収
支
危
機
時
に
互
い
に
通
貨
を

融
通
し
あ
う
チ
ェ
ン
マ
イ
・
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
（
Ｃ
Ｍ
Ｉ
）
と
呼
ば

れ
る
通
貨
ス
ワ
ッ
プ
網
を
立
ち
上
げ
た
。
当
初
Ｃ
Ｍ
Ｉ
の
下
で
の
通

貨
ス
ワ
ッ
プ
協
定
は
そ
れ
ぞ
れ
二
カ
国
間
の
協
定
の
形
で
行
わ
れ
て
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い
た
が
、
二
〇
一
二
年
に
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
＋
３
＋
香
港
で
マ
ル
チ
化
さ

れ
、
一
つ
の
集
合
体
と
し
て
運
営
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
資
金
総

額
は
二
四
〇
〇
億
ド
ル
、
日
本
と
中
国
（
香
港
を
含
む
）
の
出
資
比

率
が
三
二
％
ず
つ
で
同
率
一
位
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
Ｉ
Ｍ
Ｆ
プ

ロ
グ
ラ
ム
と
リ
ン
ク
せ
ず
に
発
動
可
能
な
比
率
は
三
〇
％
で
あ
る
。

併
せ
て
二
〇
一
一
年
四
月
に
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
＋
３
マ
ク
ロ
経
済
リ
サ
ー

チ
オ
フ
ィ
ス
（
Ａ
Ｍ
Ｒ
Ｏ
）
が
設
置
さ
れ
た
。
Ａ
Ｍ
Ｒ
Ｏ
は
シ
ン
ガ

ポ
ー
ル
に
事
務
所
を
置
き
、
地
域
経
済
の
サ
ー
ベ
イ
ラ
ン
ス
を
行

う
。
マ
ル
チ
化
し
た
Ｃ
Ｍ
Ｉ
と
Ａ
Ｍ
Ｒ
Ｏ
を
併
せ
る
と
、
Ｉ
Ｍ
Ｆ
の

主
要
な
機
能
で
あ
る
経
常
収
支
危
機
時
に
お
け
る
融
資
機
能
と
各
国

経
済
の
サ
ー
ベ
イ
ラ
ン
ス
機
能
を
併
せ
持
つ
こ
と
に
な
り
、
Ａ
Ｍ
Ｆ

が
事
実
上
実
現
し
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
、
東
南
ア
ジ
ア
各
国
は
、
ア
ジ
ア
通
貨
危
機
や
リ
ー
マ
ン

シ
ョ
ッ
ク
を
経
て
、
米
ド
ル
へ
の
過
度
の
依
存
の
危
険
性
に
つ
い
て

も
共
有
し
て
い
る
。
香
港
で
は
、
Ｈ
Ｋ
Ｍ
Ａ
が
主
導
し
て
二
〇
〇
〇

年
に
米
ド
ル
決
済
シ
ス
テ
ム
、
二
〇
〇
三
年
に
ユ
ー
ロ
決
済
シ
ス
テ

ム
、
二
〇
〇
七
年
に
人
民
元
決
済
シ
ス
テ
ム
を
稼
動
さ
せ
た
。
こ
れ

ら
の
決
済
シ
ス
テ
ム
と
香
港
ド
ル
の
決
済
シ
ス
テ
ム
を
リ
ン
ク
し
、

一
方
の
通
貨
が
支
払
わ
れ
な
い
か
ぎ
り
他
方
の
通
貨
も
支
払
わ
な
い

と
い
う
同
時
決
済
（Paym

ent versus Paym
ent

：
Ｐ
ｖ
Ｐ
）
制
度

を
導
入
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
香
港
ド
ル
と
の
取
引
に
か
か
る
米
ド

香港
PvP

PvPPvP

インドネシア
ルピア決済システム

マレーシア
リンギット決済システム

中国国内
外貨決済システム

米ドル決済システム

中国国内
外貨決済システム

香港ドル決済システム

人民元決済システム ユーロ決済システム

タイバーツ
決済システム CLS 銀

CNAPS

：PvP
：接続関係

図3　東南アジアの決済システムネットワーク

（出所）HKMA（2011）を基に筆者作成。



094

ル
、
ユ
ー
ロ
の
決
済
の
か
な
り
の
部
分
が
香
港
で
行
わ
れ
る
よ
う
に

な
り
ヘ
ル
シ
ュ
タ
ッ
ト
リ
ス
ク
な
ど
の
リ
ス
ク
が
削
減
さ
れ
た
。
二

〇
〇
六
年
一
一
月
に
マ
レ
ー
シ
ア
・
リ
ン
ギ
ッ
ト
、
二
〇
一
〇
年
一

月
に
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
・
ル
ピ
ア
、
二
〇
一
四
年
七
月
に
タ
イ
・
バ
ー

ツ
そ
れ
ぞ
れ
の
決
済
シ
ス
テ
ム
が
香
港
の
米
ド
ル
決
済
シ
ス
テ
ム
と

リ
ン
ク
し
た
。

香
港
・
東
南
ア
ジ
ア
の
各
種
通
貨
間
の
決
済
シ
ス
テ
ム
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
は
図
３
の
と
お
り
で
あ
る
。

日
本
は
二
〇
一
三
年
五
月
に
イ
ン
ド
・
デ
リ
ー
の
ア
ジ
ア
開
発
銀

行
（
Ａ
Ｄ
Ｂ
）
総
会
の
機
会
に
開
催
さ
れ
た
「
日
―
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
財

務
大
臣
・
中
央
銀
行
総
裁
会
議
」
に
お
い
て
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
五
カ
国

（
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
マ
レ
ー
シ
ア
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
、
タ

イ
）
そ
れ
ぞ
れ
と
の
間
で
金
融
協
力
の
合
意
項
目
を
公
表
し
た
（
財

務
省 

二
〇
一
三
）。
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
と
の
合
意
事
項
に
は
「
ク
ロ
ス

ボ
ー
ダ
ー
取
引
に
お
け
る
円
お
よ
び
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
ド
ル
の
利
用
拡

大
（
円
と
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
ド
ル
の
直
接
交
換
取
引
の
促
進
を
含
む
）
に

つ
い
て
、
中
長
期
的
な
課
題
と
し
て
検
討
」
と
示
さ
れ
て
お
り
、
タ

イ
と
の
合
意
事
項
に
つ
い
て
も
同
様
の
項
目
が
含
ま
れ
て
い
る
。
ク

ロ
ス
ボ
ー
ダ
ー
取
引
に
お
け
る
自
国
通
貨
の
利
用
を
進
め
る
手
段
と

し
て
は
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
を
中
心
と
し
た
各
国
間
の
Ａ
Ｔ
Ｍ
接
続
が
あ

げ
ら
れ
る
。
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
はA

sian Paym
ent N

etw
ork

（
Ａ
Ｐ
Ｎ
）
と
呼
ば
れ
る
。
た
と
え
ば
、
マ
レ
ー
シ
ア
の
旅
行
者
が
タ

イ
で
現
地
の
銀
行
の
Ａ
Ｔ
Ｍ
か
ら
タ
イ
・
バ
ー
ツ
の
現
金
を
引
き
出

す
こ
と
が
で
き
、
マ
レ
ー
シ
ア
の
銀
行
の
自
分
の
口
座
か
ら
マ
レ
ー

シ
ア
・
リ
ン
ギ
ッ
ト
の
同
等
額
が
引
き
落
と
さ
れ
る
。
主
要
な
ク
レ

ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
で
も
同
様
の
取
引
が
可
能
で
あ
る
が
、
そ
の
場
合
二

国
間
の
送
金
決
済
は
通
常
米
ド
ル
を
経
由
し
て
行
わ
れ
る
。
Ａ
Ｐ
Ｎ

の
場
合
、
二
国
間
の
決
済
は
原
則
と
し
て
ど
ち
ら
か
の
国
の
通
貨
に

よ
っ
て
行
わ
れ
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
日
本
加
盟
前
の
状
況
で
は

ア
ジ
ア
大
洋
州
の
一
〇
カ
国
が
加
盟
し
て
い
た＊

7

。
二
〇
一
四
年
一
月
、

日
本
の
Ａ
Ｔ
Ｍ
シ
ス
テ
ム
間
の
情
報
交
換
を
行
う
Ｎ
Ｔ
Ｔ
デ
ー
タ
が

Ａ
Ｐ
Ｎ
に
加
盟
し
た
。
こ
の
Ａ
Ｔ
Ｍ
接
続
が
稼
動
す
る
と
、
日
本
と

ア
ジ
ア
大
洋
州
各
国
の
間
で
米
ド
ル
を
使
わ
な
い
ク
ロ
ス
ボ
ー
ダ
ー

決
済
が
増
加
す
る
こ
と
と
な
る
。

４
ア
ジ
ア
イ
ン
フ
ラ
投
資
銀
行
（
Ａ
Ｉ
Ｉ
Ｂ
）

中
国
を
含
め
五
七
カ
国
が
Ａ
Ｉ
Ｉ
Ｂ
に
参
加
を
表
明
し
二
〇
一
五

年
六
月
に
五
〇
カ
国
が
設
立
協
定
に
署
名
し
た
。
中
国
の
出
資
比
率

は
二
九
・
八
％
で
第
一
位
。
Ａ
Ｉ
Ｉ
Ｂ
の
総
裁
に
は
中
国
財
政
部
の

元
副
部
長
（
副
大
臣
）
が
就
任
し
本
部
の
所
在
地
も
中
国
・
北
京
と

な
っ
て
お
り
、
中
国
が
主
導
す
る
地
域
開
発
金
融
機
関
で
あ
る
。
現
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状
日
本
と
ア
メ
リ
カ
は
参
加
し
て
い
な
い
。

国
際
的
な
金
融
活
動
に
か
か
わ
る
機
関
と
し
て
は
Ｉ
Ｍ
Ｆ
と
世
銀

お
よ
び
Ａ
Ｄ
Ｂ
を
含
む
四
つ
の
国
際
開
発
銀
行
が
存
在
す
る
が
、
前

述
の
と
お
り
、
中
国
や
ア
ジ
ア
の
新
興
国
は
こ
れ
ら
Ｉ
Ｍ
Ｆ
体
制
に

不
信
感
を
持
っ
て
い
る
。
Ｉ
Ｍ
Ｆ
の
議
決
権
に
つ
い
て
は
二
〇
一
一

年
に
中
国
を
三
位
と
す
る
見
直
し
が
行
わ
れ
た
が
、
ア
メ
リ
カ
議
会

が
こ
れ
を
批
准
し
て
お
ら
ず
、
い
ま
だ
に
中
国
の
地
位
は
六
位
に
止

ま
っ
て
い
る＊

8

。
世
銀
や
Ａ
Ｄ
Ｂ
で
も
中
国
の
議
決
権
は
三
位
に
止

ま
っ
て
い
る
。
前
述
の
と
お
り
、
Ｉ
Ｍ
Ｆ
の
機
能
に
つ
い
て
は
、
日

本
と
同
率
の
議
決
権
で
中
国
が
主
導
で
き
る
Ａ
Ｍ
Ｆ
が
事
実
上
実
現

し
た
が
、
開
発
金
融
の
分
野
で
中
国
が
主
導
で
き
る
地
域
金
融
機
関

は
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
中
国
財
政
部
が
主
導
し
設
立
さ
れ
た
の
が
Ａ

Ｉ
Ｉ
Ｂ
で
あ
る
。
さ
ら
に
地
域
開
発
銀
行
で
あ
る
Ｂ
Ｒ
Ｉ
Ｃ
Ｓ
新
開

発
銀
行
が
、
ブ
ラ
ジ
ル
、
ロ
シ
ア
、
イ
ン
ド
、
中
国
、
南
ア
フ
リ
カ

の
五
カ
国
に
よ
っ
て
二
〇
一
五
年
七
月
に
設
立
さ
れ
た
。
当
初
資
本

金
は
五
〇
〇
億
ド
ル
。
本
部
は
上
海
で
総
裁
に
は
イ
ン
ド
人
が
就
任

し
た
。
中
国
は
元
財
政
部
局
長
を
副
総
裁
に
指
名
し
て
い
る
。
ま

た
、
中
国
独
自
の
イ
ン
フ
ラ
投
資
基
金
と
し
て
二
〇
一
四
年
一
二
月

に
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
基
金
が
設
立
さ
れ
た
。
こ
ち
ら
は
中
国
人
民
銀
行

が
主
導
し
、
外
貨
準
備
の
ほ
か
、
政
府
系
フ
ァ
ン
ド
の
中
国
投
資
有

限
責
任
公
司
（
Ｃ
Ｉ
Ｃ
）、
中
国
輸
出
入
銀
行
、
国
家
開
発
銀
行
が

出
資
し
、
合
計
四
〇
〇
億
ド
ル
の
出
資
が
予
定
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
機
関
は
、
人
民
元
の
国
際
化
と
い
う
よ
り
は
、
中
国
や

Ｂ
Ｒ
Ｉ
Ｃ
Ｓ
諸
国
の
企
業
が
海
外
の
投
資
需
要
を
利
用
し
て
受
注
す

る
こ
と
を
目
的
と
し
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。
し
か
し
Ａ
Ｉ
Ｉ
Ｂ
に
つ

い
て
は
イ
ギ
リ
ス
、
ド
イ
ツ
、
フ
ラ
ン
ス
な
ど
先
進
国
が
多
数
参
加

し
、
透
明
性
の
向
上
が
要
求
さ
れ
て
い
る
。

Ⅲ
今
後
の
展
望

国
際
金
融
の
分
野
に
お
い
て
中
国
と
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
諸
国
に
共
通
す

る
の
は
、
Ｉ
Ｍ
Ｆ
・
世
銀
体
制
へ
の
不
信
感
と
米
ド
ル
へ
の
過
度
の

依
存
か
ら
の
脱
却
の
動
き
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
日
本
は
従
来
か
ら
、
か
な
り
ア
ジ
ア
の
要
望
に

従
っ
た
対
応
を
採
っ
て
き
た
。
前
述
の
と
お
り
Ｃ
Ｍ
Ｉ
の
マ
ル
チ
化

と
Ａ
Ｍ
Ｒ
Ｏ
の
設
立
に
よ
り
、
事
実
上
の
Ａ
Ｍ
Ｆ
設
立
を
中
国
と
と

も
に
主
導
し
て
き
た
。
ま
た
、
二
〇
〇
二
年
に
日
本
銀
行
と
中
国
人

民
銀
行
の
間
で
円
・
人
民
元
間
の
通
貨
ス
ワ
ッ
プ
協
定
が
締
結
さ
れ

た
。
こ
れ
は
Ｃ
Ｍ
Ｉ
の
下
で
ド
ル
を
対
価
と
し
な
い
域
内
通
貨
同
士

の
ス
ワ
ッ
プ
協
定
と
し
て
始
め
て
の
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
ド
ル
を

仲
介
と
し
な
い
円
・
人
民
元
直
接
交
換
取
引
も
人
民
元
と
主
要
通
貨
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の
間
で
初
め
て
実
現
し
た
。
ド
ル
を
利
用
し
な
い
通
貨
ス
ワ
ッ
プ
協

定
や
通
貨
の
直
接
交
換
取
引
は
、
そ
の
後
中
国
が
ア
ジ
ア
や
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
諸
国
と
の
間
で
金
融
協
力
を
行
う
場
合
の
モ
デ
ル
と
な
っ

た
。
な
お
、
中
国
と
金
融
協
力
合
意
を
締
結
し
た
国
々
の
多
く
で
は

人
民
元
ク
リ
ア
リ
ン
グ
銀
行
の
設
置
や
Ｒ
Ｑ
Ｆ
Ｉ
Ｉ
枠
の
設
定
な
ど

も
行
わ
れ
て
い
る
が
、
日
本
と
中
国
の
間
で
は
二
〇
一
二
年
秋
以
後

の
日
中
関
係
の
悪
化
に
伴
い
、
こ
れ
ら
の
措
置
は
実
現
し
て
い
な
い
。

中
国
や
ア
ジ
ア
諸
国
と
の
金
融
協
力
の
歴
史
を
考
え
る
と
、
Ａ
Ｉ

Ｉ
Ｂ
に
つ
い
て
も
日
中
両
国
が
協
力
す
る
余
地
は
十
分
存
在
す
る
。

日
中
両
国
は
ア
ジ
ア
地
域
に
お
け
る
金
融
協
力
の
全
体
像
の
な
か
で

Ａ
Ｉ
Ｉ
Ｂ
を
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
か
改
め
て
議
論
し
、
日
本
の

参
加
を
含
め
、
今
後
の
協
力
の
あ
り
方
に
つ
い
て
検
討
す
べ
き
で
あ

ろ
う
。

ま
た
、
今
後
中
国
や
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
諸
国
と
の
金
融
協
力
を
進
め
る

な
か
で
、
日
本
は
円
の
国
際
化
と
東
京
市
場
の
活
性
化
を
目
指
す
べ

き
で
あ
る
。

中
国
は
外
貨
に
比
し
て
人
民
元
の
対
外
決
済
を
便
利
に
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
人
民
元
利
用
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
高
め
て
い
る
が
、
日

本
も
官
民
一
体
と
な
っ
て
円
送
金
を
優
遇
す
る
な
ど
円
利
用
の
イ
ン

セ
ン
テ
ィ
ブ
を
高
め
る
方
策
を
採
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
日
本

と
中
国
の
銀
行
が
公
表
し
て
い
る
対
顧
客
ス
プ
レ
ッ
ド
を
見
る
か
ぎ

り
、
日
本
で
円
を
ド
ル
に
両
替
し
て
中
国
に
送
り
、
中
国
で
ド
ル
か

ら
人
民
元
に
交
換
す
る
よ
り
、
円
の
ま
ま
中
国
に
送
金
し
、
円
か
ら

人
民
元
に
交
換
し
た
ほ
う
が
コ
ス
ト
は
安
い
可
能
性
が
高
い
。
そ
う

し
た
事
実
を
周
知
す
る
こ
と
も
必
要
で
あ
ろ
う
。
今
後
人
民
元
の
利

用
が
拡
大
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
な
か
で
、
日
本
円
が
相
応
の
存

在
を
維
持
す
る
た
め
に
、
円
の
国
際
化
の
努
力
を
継
続
す
る
こ
と
が

必
要
で
あ
る
。

中
国
や
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
各
国
に
と
っ
て
は
、
米
ド
ル
へ
の
過
度
の
依

存
か
ら
の
脱
却
が
最
優
先
課
題
で
あ
り
、
米
ド
ル
の
使
用
が
減
る
の

で
あ
れ
ば
円
や
ユ
ー
ロ
の
使
用
が
増
え
る
こ
と
は
望
ま
し
い
。
人
民

元
の
国
際
化
と
円
の
国
際
化
が
衝
突
し
な
い
か
ぎ
り
、
日
本
と
中
国

の
利
害
は
一
致
す
る
。
ま
た
、
ア
メ
リ
カ
に
と
っ
て
も
、
他
国
が
対

外
取
引
を
ほ
ぼ
一
〇
〇
％
に
近
い
比
率
で
米
ド
ル
に
頼
っ
て
い
る
状

況
は
、
危
機
時
に
中
央
銀
行
間
ス
ワ
ッ
プ
で
米
ド
ル
を
供
給
す
る
必

要
が
生
じ
る
な
ど
負
担
が
大
き
い
。
ド
ル
の
基
軸
通
貨
と
し
て
の
地

位
が
揺
る
が
な
い
か
ぎ
り
、
過
度
の
ド
ル
依
存
の
適
度
の
後
退
は
許

容
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。

東
京
市
場
の
活
性
化
の
面
で
は
、
人
民
元
を
は
じ
め
と
す
る
ア
ジ

ア
通
貨
の
東
京
で
の
取
引
を
促
進
す
る
こ
と
が
有
益
で
あ
る
。
中
国

や
ア
ジ
ア
各
国
と
の
間
で
人
民
元
な
ど
相
手
国
通
貨
と
日
本
円
を
利

用
し
た
取
引
が
活
発
に
な
る
と
東
京
市
場
で
相
手
国
通
貨
が
取
引
さ
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れ
る
機
会
も
増
え
る
。
二
〇
一
五
年
六
月
、
三
菱
東
京
Ｕ
Ｆ
Ｊ
銀
行

と
み
ず
ほ
銀
行
が
東
京
市
場
で
人
民
元
建
て
債
券
を
発
行
し
た
。
三

菱
東
京
Ｕ
Ｆ
Ｊ
銀
行
の
債
券
は
私
募
債
で
あ
っ
た
が
、
み
ず
ほ
銀
行

債
券
は
東
京
証
券
取
引
所
の
プ
ロ
ボ
ン
ド
市
場
に
上
場
さ
れ
た
。
現

状
で
は
、
こ
の
債
券
は
ユ
ー
ロ
ク
リ
ア
に
保
管
さ
れ
、
売
買
が
行
わ

れ
た
場
合
証
券
と
資
金
の
決
済
は
ユ
ー
ロ
ク
リ
ア
を
利
用
し
て
国
際

標
準
で
あ
る
Ｄ
ｖ
Ｐ
（D

elivery versus Paym
ent

）
で
行
わ
れ

る
。
今
後
、
証
券
保
管
振
替
機
構
に
人
民
元
建
て
債
券
が
保
管
さ

れ
、
売
買
が
行
わ
れ
た
場
合
、
日
本
所
在
の
銀
行
で
の
資
金
決
済
と

証
券
決
済
が
Ｄ
ｖ
Ｐ
で
行
わ
れ
る
シ
ス
テ
ム
が
整
備
さ
れ
れ
ば
、
東

京
に
お
い
て
、
人
民
元
取
引
関
連
の
決
済
イ
ン
フ
ラ
が
整
備
さ
れ
る

こ
と
と
な
る
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
を
他
の
外
貨
に
も
拡

大
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

中
国
は
、
資
本
取
引
を
自
由
化
す
る
た
め
に
、
今
後
国
内
の
金
利

の
自
由
化
と
人
民
元
為
替
レ
ー
ト
の
い
っ
そ
う
の
弾
力
化
を
進
展
さ

せ
て
行
く
で
あ
ろ
う
。
日
本
は
、
中
国
の
資
本
取
引
の
自
由
化
と
人

民
元
国
際
化
の
進
捗
状
況
を
注
視
し
な
が
ら
、
円
の
国
際
化
と
東
京

市
場
の
活
性
化
の
両
面
で
の
努
力
を
続
け
て
い
く
べ
き
と
思
わ
れ
る
。

◉
注

＊
１ 

詳
細
は
露
口
（
二
〇
〇
六
）
を
参
照
。

＊
２ 

詳
細
は
露
口
（
二
〇
一
四
ｂ
）
を
参
照
。

＊
３ 

詳
細
は
露
口
（
二
〇
一
五
）
を
参
照
。

＊
４ 

詳
細
は
露
口
（
二
〇
一
三
）
を
参
照
。

＊
５ 

こ
れ
ら
の
規
制
は
二
〇
一
五
年
八
月
に
緩
和
さ
れ
た
。

＊
６ 

詳
細
は
露
口
（
二
〇
一
四
ａ
）
を
参
照
。

＊
７ 

マ
レ
ー
シ
ア
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
、
タ
イ
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
フ
ィ

リ
ピ
ン
、
韓
国
、
ベ
ト
ナ
ム
、
中
国
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
ニ
ュ
ー

ジ
ー
ラ
ン
ド
。

＊
８ 

二
〇
一
五
年
一
二
月
一
八
日
、
ア
メ
リ
カ
議
会
は
本
見
直
し
を
批

准
し
た
。

◉
参
考
文
献

財
務
省
（
二
〇
一
二
）「
日
中
金
融
協
力
の
こ
れ
ま
で
の
進
展
と
今
後
の
方

向
性
に
つ
い
て
」（
六
月
二
五
日
）https://w

w
w
.m

of.go.jp/about_
m

of/councils/custom
s_foreign_exchange/sub-foreign_

exchange/proceedings/m
aterial/gai240625/04.pdf

（
二
〇
一
五

年
一
〇
月
三
〇
日
）。

財
務
省
（
二
〇
一
三
）「「
日
本
と
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
各
国
と
の
二
国
間
金
融
協
力

に
つ
い
て
」（
五
月
三
日
）https://w

w
w
.m

of.go.jp/international_
policy/financial_cooperation_in_asia/bilateral_financial_
cooperation/20130503_cover.htm

（
二
〇
一
五
年
一
〇
月
三
〇
日
）。

露
口
洋
介
（
二
〇
〇
六
）「
銀
行
シ
ス
テ
ム
の
改
革
」
深
尾
光
洋
編
『
中

国
経
済
の
マ
ク
ロ
分
析　

高
成
長
は
持
続
可
能
か
』
日
本
経
済
新
聞



098

社
、
一
三
一
―
一
五
七
頁
。

露
口
洋
介
（
二
〇
一
二
）「
中
国
人
民
元
の
国
際
化
と
中
国
の
対
外
通
貨

戦
略
」
外
国
為
替
貿
易
研
究
会
『
国
際
金
融
』
一
二
三
四
号
、
一
四
―

二
三
頁
。

露
口
洋
介
（
二
〇
一
三
）「
人
民
元
の
国
際
化
と
円
・
人
民
元
直
接
交
換

取
引
」『
中
国
経
済
』
日
本
貿
易
振
興
機
構
、
八
月
号
。

露
口
洋
介
（
二
〇
一
四
ａ
）「
Ａ
Ｔ
Ｍ
接
続
と
ア
ジ
ア
の
通
貨
戦
略
」『
国

際
金
融
』
外
国
為
替
貿
易
研
究
会
、
一
二
六
〇
号
、
一
四
―
二
一
頁
。

露
口
洋
介
（
二
〇
一
四
ｂ
）「
中
国
の
為
替
管
理
自
由
化
」『
東
亜
』
霞
山

会
、
八
月
号
、
二
二
―
三
四
頁
。

露
口
洋
介
（
二
〇
一
五
）「
経
済
教
室
：
中
国
為
替
制
度
改
革
の
論
点
」

『
日
本
経
済
新
聞
』（
九
月
一
七
日
）。

中
国
銀
行
業
監
督
管
理
委
員
会
（
二
〇
一
五
ａ
）『
中
国
銀
行
業
監
督
管

理
委
員
会
二
〇
一
四
年
報
』http://zhuanti.cbrc.gov.cn/subject/

subject/nianbao2014/fubiao.pdf

（
二
〇
一
五
年
一
〇
月
三
〇
日
）。

中
国
銀
行
業
監
督
管
理
委
員
会
（
二
〇
一
五
ｂ
）「
商
業
銀
行
主
要
指
標

分
機
構
類
情
況
表
」（
二
〇
一
五
）http://w

w
w
.cbrc.gov.cn/

chinese/hom
e/docV

iew
/F9A

BBA
7979E541568B624CBB3E5

65A
E7.htm

l

（
二
〇
一
五
年
一
〇
月
三
〇
日
）。

中
国
人
民
銀
行
（
二
〇
〇
九
ａ
）「
関
與
改
革
国
際
貨
幣
体
系
的
思
考
」（
三

月
二
三
日
）http://w
w
w
.pbc.gov.cn/hanglingdao/128697/128719/ 

128772/2847833/index.htm
l

（
二
〇
一
五
年
一
〇
月
三
〇
日
）。

中
国
人
民
銀
行
（
二
〇
〇
九
ｂ
）「
中
国
人
民
銀
行
有
関
負
債
人
就
《
跨
境
貿

易
人
民
幣
結
算
試
点
管
理
弁
法
》
有
関
問
題
答
記
者
問
」（
七
月
二
日
）

http://w
w
w
.pbc.gov.cn/goutongjiaoliu/113456/113469/2841506/

index.htm
l

（
二
〇
一
五
年
一
〇
月
三
〇
日
）。

中
国
人
民
銀
行
（
二
〇
一
五
ａ
）「
人
民
幣
現
行
利
率
表
」http://w

w
w
.

pbc.gov.cn/zhengcehuobisi/125207/125213/125440/ 
125838/125885/125896/2968988/index.htm

l

（
二
〇
一
五
年
一
〇

月
三
〇
日
）。

中
国
人
民
銀
行
（
二
〇
一
五
ｂ
）「
中
国
外
匯
交
易
中
心
授
権
人
民
幣
匯
率

中
間
価
公
告
」http://w

w
w
.pbc.gov.cn/zhengcehuobisi/125207/ 

125217/125925/2970828/index.htm
l

（
二
〇
一
五
年
一
〇
月
三
〇
日
）。

中
国
人
民
銀
行
（
二
〇
一
五
ｃ
）『
中
国
貨
幣
政
策
執
行
報
告
二
〇
一
五
年
第

二
季
度
』http://w

w
w
.pbc.gov.cn/zhengcehuobisi/125207/125227 

/125957/2161441/2926066/2015081010063854823.pdf

（
二
〇
一
五

年
一
〇
月
三
〇
日
）。

中
国
人
民
銀
行
（
二
〇
一
五
ｄ
）「
易
綱
副
行
長
出
席
第
十
一
届
〝
北
京

―
東
京
論
壇
〞
経
貿
分
論
壇
的
発
言
」（
一
〇
月
二
七
日
）http://

w
w
w
.pbc.gov.cn/goutongjiaoliu/113456/113469/2969929/

index.htm
l

（
二
〇
一
五
年
一
〇
月
三
〇
日
）。

B
IS

（2015

）Effective exchange rate, https://w
w
w
.bis.org/

statistics/eer.htm
?m

=6%
7C187

（
二
〇
一
五
年
一
〇
月
三
〇
日
）

H
K
M

A

（2011

）Annual Report 2010, http://w
w
w
.hkm

a.gov.hk/
m
edia/eng/publication-and-research/annual-report/2010/11_

hkm
a_international_financial.pdf

（
二
〇
一
五
年
一
〇
月
三
〇
日
）

IM
F

（2015

）Review
 of the M

ethod of the V
aluation of the SD

R 
- Initial Considerations

（A
ugust 3

）, http://w
w
w
.im

f.org/
external/np/pp/eng/2015/071615.pdf

（
二
〇
一
五
年
一
〇
月
三

〇
日
）



099 中国の金融改革と対外通貨戦略

◉
著
者
紹
介
◉

①
氏
名
…
…
露
口
洋
介（
つ
ゆ
ぐ
ち
・
よ
う
す
け
）。

②
所
属
・
職
名
…
…
信
金
中
央
金
庫
海
外
業
務
支
援
部
上
席
審
議
役
。

③
生
年
・
出
身
地
…
…
一
九
五
七
年
、
大
阪
府
。

④
専
門
分
野
・
地
域
…
…
金
融
制
度
論（
主
に
中
国
）。

⑤
学
歴
…
…
東
京
大
学
法
学
部
卒
業
。

⑥
職
歴
…
…
日
本
銀
行（
二
二
歳
、三
一
年
間
）、信
金
中
央
金
庫（
五
三
歳
、

現
職
）。
日
本
銀
行
在
職
中
に
外
務
省
出
向
在
中
国
日
本
国
大
使
館
経

済
部
書
記
官
、
日
本
銀
行
香
港
事
務
所
次
長
、
日
本
銀
行
北
京
事
務
所

初
代
事
務
所
長
。

⑦
現
地
滞
在
経
験
…
…
香
港（
二
七
歳
、
一
年
強
、
香
港
大
学
ラ
ン
ゲ
ー
ジ

セ
ン
タ
ー
）、中
国（
三
一
歳
、二
年
一
カ
月
、大
使
館
勤
務
）、香
港（
三
七

歳
、
一
年
一
〇
カ
月
、
事
務
所
勤
務
）、
中
国（
四
六
歳
、
二
年
九
カ
月
、

事
務
所
勤
務
）。

⑧
研
究
手
法
…
…
中
国
の
金
融
当
局
の
公
表
文
書
を
基
本
に
、
中
国
金
融

当
局
者
、
日
中
の
金
融
実
務
家
と
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
行
い
、
金
融
制

度
の
変
化
の
実
態
を
つ
か
み
、そ
の
意
味
と
今
後
の
展
望
を
分
析
す
る
。

⑨
所
属
学
会
…
…
中
国
経
済
経
営
学
会
、
日
中
関
係
学
会
。

⑩
研
究
上
の
画
期
…
…
二
〇
〇
五
年
七
月
の
中
国
の
為
替
レ
ー
ト
決
定
メ

カ
ニ
ズ
ム
の
改
革
。
中
央
銀
行
の
視
点
か
ら
、
人
民
元
と
為
替
市
場
を

研
究
す
る
こ
と
が
き
わ
め
て
重
要
と
認
識
し
た
。

⑪
推
薦
図
書
…
…
童
適
平『
中
国
の
金
融
制
度
』（
勁
草
書
房
、
二
〇
一
三

年
）。中
国
の
金
融
制
度
に
関
す
る
現
時
点
の
日
本
語
文
献
と
し
て
は
、

最
適
の
一
冊
。




